
（令和　6年6月1日　改定）

基本単価

サービス
体制強
化加算

Ⅰ

看護体制加算Ⅰ 看護体制加算Ⅱ

栄養マネジ
メント強化加

算

生活機能向上
連携加算Ⅱ
(月)

褥瘡マネジメン
ト加算Ⅱ（月）

科学的介護推
進体制加算

(月）

夜勤職
員

配置Ⅱ

※介護職員等
処遇改善

加算Ⅱ(13.6％)
食費（１日） 居住費（月額） ４段階

負担限度額
２段階

負担限度額
３段階①

負担限度額
３段階②

介護度３ 815 22 6 13 11 200 13 50 27 123 1,506 97,500 175,968 69,292 92,542 114,552

介護度４ 886 22 6 13 11 200 13 50 27 132 1,506 97,500 178,468 71,792 95,042 117,052

介護度５ 955 22 6 13 11 200 13 50 27 142 1,506 97,500 180,898 74,222 97,472 119,482

基本単価 サ体制強化Ⅰ 看護体制Ⅰ 看護体制Ⅱ
栄養マネジメン

ト強化加算
生活機能向 褥瘡マネ加算Ⅱ 科学的介護 夜勤職員Ⅱ ※処遇改善13.6％ 食費（１日） 居住費（月額） 月額合計

介護度３ 1,630 44 12 26 22 400 26 100 54 245 1,506 97,500 207,750
介護度４ 1,772 44 12 26 22 400 26 100 54 265 1,506 97,500 212,750
介護度５ 1,910 44 12 26 22 400 26 100 54 284 1,506 97,500 217,610

基本単価 サ体制強化Ⅰ 看護体制Ⅰ 看護体制Ⅱ
栄養マネジメン

ト強化加算
生活機能向 褥瘡マネ加算Ⅱ 科学的介護 夜勤職員Ⅱ ※処遇改善13.6％ 食費（１日） 居住費（月額） 月額合計

介護度３ 2,445 66 18 39 33 600 39 150 81 368 1,506 97,500 239,532
介護度４ 2,658 66 18 39 33 600 39 150 81 397 1,506 97,500 247,033
介護度５ 2,865 66 18 39 33 600 39 150 81 425 1,506 97,500 254,322

１日あたり 食費 居住費

2段階 390 820

3段階① 650 1,310

3段階② 1,360 1,310

※　生活機能向上連携加算　⇒  リハビリ加算となり、個別メニューのリハビリが受けられます。月額２００円の負担がかかります。

※　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）褥瘡のリスクについて評価。その情報を厚生労働省に提出し褥瘡計画を作成していることで算定します。（入所月と褥瘡発生時に算定します）

※　科学的介護推進体制加算⇒利用者様個々の情報（身体機能や疾病、認知症など）を 厚生労働省へデータを提出。フィードバック機能の活用しケアの向上に繋げる。

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方

※　料金表示は概算で、実際の単位数計算方法により若干の誤差が生じます。

※　介護職員等処遇改善加算は、介護報酬単位の合計数の13.6％です。

※　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）褥瘡マネジメント加算の要件を満たした上で褥瘡が発生していない場合に算定します（ⅠとⅡの併算は不可）

特別養護老人ホームわらく　料金表（概算額）

月額合計

１
割
負
担

２
割
負
担

３
割
負
担


